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(57)【要約】
【課題】超音波画像を用いた診断において、高い精度で
自動的に病変を検出する。
【解決手段】被検体の断層画像を用いた診断を行う診断
装置であって、被検体から取得されたデータに基づいて
断層画像を生成する画像生成部と、断層画像から病変を
検出する処理を実行する検出部と、を備え、検出部は、
断層画像を用いて、断層画像から異常が疑われる組織領
域を抽出するためのフィルタマップを生成し、断層画像
及び前記フィルタマップを用いて、断層画像に含まれる
病変を検出し、病変の検出結果を含む検出情報を出力す
る。
【選択図】　図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被検体の断層画像を用いた診断を行う診断装置であって、
　前記被検体から取得されたデータに基づいて前記断層画像を生成する画像生成部と、前
記断層画像から病変を検出する処理を実行する検出部と、を備え、
　前記検出部は、
　前記断層画像を用いて、前記断層画像から異常が疑われる組織領域を抽出するためのフ
ィルタマップを生成し、
　前記断層画像及び前記フィルタマップを用いて、前記断層画像に含まれる病変を検出し
、前記病変の検出結果を含む検出情報を出力することを特徴とする診断装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の診断装置であって、
　前記検出部は、
　前記断層画像に対して、任意の方向に複数の解析層を設定し、
　前記複数の解析層の各々に含まれる複数の画素群の特徴量の平均値を算出し、
　前記複数の解析層の各々に含まれる複数の画素群の前記特徴量の平均値が設定された画
素群の層から構成される画像を前記フィルタマップとして生成することを特徴とする診断
装置。
【請求項３】
　請求項１に記載の診断装置であって、
　前記検出部は、
　前記断層画像の特徴量及び前記フィルタマップの特徴量の差分を算出することによって
診断マップを生成し、
　前記診断マップに基づいて、前記断層画像に含まれる病変を検出することを特徴とする
診断装置。
【請求項４】
　請求項１に記載の診断装置であって、
　病変が検出された前記断層画像を解析する解析部を備え、
　前記解析部は、前記断層画像、前記検出結果、及び前記病変の解析結果から構成される
学習データを用いた学習処理によって生成された推定モデルに基づいて、前記病変が検出
された断層画像を解析し、前記病変の解析結果を含む解析情報を出力することを特徴とす
る診断装置。
【請求項５】
　請求項４に記載の診断装置であって、
　前記検出情報及び前記解析情報をユーザに対して提示するための表示データを生成する
表示部を備え、
　前記表示部は、前記表示データに基づいて表示された操作画面を介した操作を受け付け
た場合、当該操作に基づいて、前記検出情報及び前記解析情報の少なくともいずれかを更
新することを特徴とする診断装置。
【請求項６】
　請求項１乃至請求項５のいずれか一項に記載の診断装置であって、
　前記画像生成部は、前記被検体に放射された超音波の反射を計測することによって得ら
れたデータに基づいて、前記断層画像を生成することを特徴とする診断装置。
【請求項７】
　被検体の断層画像を用いた診断を行う診断装置が実行する診断方法であって、
　前記診断装置は、前記被検体から取得されたデータに基づいて前記断層画像を生成する
画像生成部と、前記断層画像から病変を検出する処理を実行する検出部と、を有し、
　前記診断方法は、
　前記検出部が、前記断層画像を用いて、前記断層画像から異常が疑われる組織領域を抽
出するためのフィルタマップを生成する第１のステップと、
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　前記検出部が、前記断層画像及び前記フィルタマップを用いて、前記断層画像に含まれ
る病変を検出し、前記病変の検出結果を含む検出情報を出力する第２のステップと、を含
むことを特徴とする診断方法。
【請求項８】
　請求項７に記載の診断方法であって、
　前記第１のステップは、
　前記検出部が、前記断層画像に対して、任意の方向に複数の解析層を設定するステップ
と、
　前記検出部が、前記複数の解析層の各々に含まれる複数の画素群の特徴量の平均値を算
出するステップと、
　前記検出部が、前記複数の解析層の各々に含まれる複数の画素群の前記特徴量の平均値
が設定された画素群の層から構成される画像を前記フィルタマップとして生成するステッ
プと、を含むことを特徴とする診断方法。
【請求項９】
　請求項７に記載の診断方法であって、
　前記第２のステップは、
　前記検出部が、前記断層画像の特徴量及び前記フィルタマップの特徴量の差分を算出す
ることによって診断マップを生成するステップと、
　前記検出部が、前記診断マップに基づいて、前記断層画像に含まれる病変を検出するス
テップと、を含むことを特徴とする診断方法。
【請求項１０】
　請求項７に記載の診断方法であって、
　前記診断装置は、病変が検出された前記断層画像を解析する解析部を有し、
　前記診断方法は、前記解析部が、前記断層画像、前記検出結果、及び前記病変の解析結
果から構成される学習データを用いた学習処理によって生成された推定モデルに基づいて
、前記病変が検出された断層画像を解析し、前記病変の解析結果を含む解析情報を出力す
るステップを含むことを特徴とする診断方法。
【請求項１１】
　請求項１０に記載の診断方法であって、
　前記診断装置は、前記検出情報及び前記解析情報をユーザに対して提示するための表示
データを生成する表示部を有し、
　前記診断方法は、前記表示部が、前記表示データに基づいて表示された操作画面を介し
た操作を受け付けた場合、当該操作に基づいて、前記検出情報及び前記解析情報の少なく
ともいずれかを更新するステップを含むことを特徴とする診断方法。
【請求項１２】
　請求項７乃至請求項１１のいずれか一項に記載の診断方法であって、
　前記画像生成部が、前記被検体に放射された超音波の反射を計測することによって得ら
れたデータに基づいて、前記断層画像を生成するステップを含むことを特徴とする診断方
法。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、医療分野における画像診断装置及び画像診断方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　乳がんの検診では、一般的にマンモグラフィ検査が行われる。しかし、マンモグラフィ
検査では、アジア人に多いとされる高濃度乳せん（デンスブレスト）の検診者における病
変の検出率が低下するという問題がある。このような課題に対し、超音波検査を併用する
ことで病変の検出率を向上させる取り組みが行われている。



(4) JP 2020-81742 A 2020.6.4

10

20

30

40

50

【０００３】
　超音波検査では大量の超音波画像を読影する必要があり、検査者の負担が大きさ及び検
査者による病変の検出率のばらつき等の課題があり、コンピュータ診断支援技術（ＣＡＤ
：Ｃｏｍｐｕｔｅｒ－Ａｉｄｅｄ　Ｄｉａｇｎｏｓｉｓ／Ｄｅｔｅｃｔｉｏｎ）の開発が
期待されている。
【０００４】
　コンピュータ診断支援技術としては、特許文献１に記載の技術が知られている。特許文
献１には、「医療映像内で病変候補を検出する病変候補検出段階と、医療映像内で解剖学
的客体を検出する周辺客体検出段階と、病変候補を病変候補の位置と解剖学的客体の位置
との関係情報を含む解剖学的脈絡情報に基づいて検証する病変候補検証段階と、検証結果
に基づいて、病変候補のうち、偽陽性病変候補を除去する偽陽性除去段階と、」を含む装
置が記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２０１５－１５４９１８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　リアルタイム性の優れた超音波診断装置を用いて、検査中に病変の検出結果を自動的に
得たいというニーズがある。
【０００７】
　特許文献１に記載の技術では、予め機械学習を実行して検出器を構築する必要がある。
検出器の精度を向上させるためには、大量の学習データが必要となり、また、最適なアル
ゴリズムを設定する必要がある。また、病変等を検出するための処理時間及び処理コスト
が高い。そのため、特許文献１に記載の技術では、前述のようなニーズに十分対応できな
い可能性がある。
【０００８】
　本発明は、超音波画像を用いた診断において、高い精度で自動的に病変を検出可能な装
置及び方法を提供する。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本願において開示される発明の代表的な一例を示せば以下の通りである。被検体の断層
画像を用いた診断を行う診断装置であって、前記被検体から取得されたデータに基づいて
前記断層画像を生成する画像生成部と、前記断層画像から病変を検出する処理を実行する
検出部と、を備え、前記検出部は、前記断層画像を用いて、前記断層画像から異常が疑わ
れる組織領域を抽出するためのフィルタマップを生成し、前記断層画像及び前記フィルタ
マップを用いて、前記断層画像に含まれる病変を検出し、前記病変の検出結果を含む検出
情報を出力する。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明の一形態によれば、診断装置は高い精度で病変を自動的に検出できる。上記した
以外の課題、構成及び効果は、以下の実施例の説明により明らかにされる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】実施例１の超音波診断装置の構成例を示す図である。
【図２】実施例１の超音波診断装置によって生成される断層画像の一例を示す図である。
【図３】実施例１の病変検出部が実行する処理を説明するフローチャートである。
【図４Ａ】実施例１のフィルタマップの生成方法の一例を説明する図である。
【図４Ｂ】実施例１のフィルタマップの生成方法の一例を説明する図である。
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【図４Ｃ】実施例１のフィルタマップの生成方法の一例を説明する図である。
【図５】実施例１の病変検出部が実行する処理の流れの一例を示す図である。
【図６】実施例１の表示部によって提示される病変の検出結果の一例を示す図である。
【図７】実施例２の超音波診断装置の構成例を示す図である。
【図８Ａ】実施例２の超音波診断装置が病変の形状を解析する方法を示す図である。
【図８Ｂ】実施例２の超音波診断装置が病変の形状を解析する方法を示す図である。
【図９】実施例２の超音波診断装置が病変の良悪性及びカテゴリを解析する方法を示す図
である。
【図１０Ａ】実施例３の表示部によって提示される画面の一例を示す図である。
【図１０Ｂ】実施例３の表示部によって提示される画面の一例を示す図である。
【図１０Ｃ】実施例３の表示部によって提示される画面の一例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　以下、本発明の実施例を、図面を用いて説明する。ただし、本発明は以下に示す実施例
の記載内容に限定して解釈されるものではない。本発明の思想ないし趣旨から逸脱しない
範囲で、その具体的構成を変更し得ることは当業者であれば容易に理解される。
【００１３】
　以下に説明する発明の構成において、同一又は類似する構成又は機能には同一の符号を
付し、重複する説明は省略する。
【００１４】
　本明細書等における「第１」、「第２」、「第３」等の表記は、構成要素を識別するた
めに付するものであり、必ずしも、数又は順序を限定するものではない。
【００１５】
　図面等において示す各構成の位置、大きさ、形状、及び範囲等は、発明の理解を容易に
するため、実際の位置、大きさ、形状、及び範囲等を表していない場合がある。したがっ
て、本発明では、図面等に開示された位置、大きさ、形状、及び範囲等に限定されない。
【実施例１】
【００１６】
　図１は、実施例１の超音波診断装置の構成例を示す図である。図２は、実施例１の超音
波診断装置によって生成される断層画像の一例を示す図である。
【００１７】
　超音波診断装置１００は、被検体に対して超音波を出力し、反射した超音波の信号（エ
コー信号）から断層画像（エコー画像）を生成する。さらに、超音波診断装置１００は、
断層画像から病変を検出するための検出処理を実行し、病変の検出結果を医療従事者等の
ユーザに提示する。
【００１８】
　超音波診断装置１００は、ＣＰＵ１０１、主記憶装置１０２、副記憶装置１０３、探触
子１０４、送信回路１０５、受信回路１０６、整相加算器１０７、入力装置１０８、及び
出力装置１０９を備える。各ハードウェアはバス等を介して互いに接続される。
【００１９】
　ＣＰＵ１０１は、主記憶装置１０２に格納されるプログラムを実行する。ＣＰＵ１０１
がプログラムにしたがって処理を実行することによって、特定の機能を実現する機能部（
モジュール）として動作する。以下の説明では、機能部を主語に処理を説明する場合、Ｃ
ＰＵ１０１が当該機能部を実現するプログラムを実行していることを示す。本実施例のＣ
ＰＵ１０１は、回路制御部１１０及び画像処理部１２０として動作する。各機能部の詳細
は後述する。
【００２０】
　主記憶装置１０２は、メモリ等の記憶装置であり、ＣＰＵ１０１が実行するプログラム
及び情報を格納する記憶装置である。副記憶装置１０３は、ＨＤＤ（Ｈａｒｄ　Ｄｉｓｋ
　Ｄｒｉｖｅ）及びＳＳＤ（Ｓｏｌｉｄ　Ｓｔａｔｅ　Ｄｒｉｖｅ）等の記憶装置であり
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、データを永続的に格納する。
【００２１】
　本実施例の主記憶装置１０２には、回路制御部１１０及び画像処理部１２０を実現する
プログラムが格納される。また、本実施例の副記憶装置１０３には、断層画像及び被検体
情報等が格納される。被検体情報は被検体の年齢及び性別等を含む情報である。
【００２２】
　なお、主記憶装置１０２に格納されるプログラム及び情報は、副記憶装置１０３に格納
されてもよい。この場合、ＣＰＵ１０１が、副記憶装置１０３からプログラム及び情報を
読み出して、主記憶装置１０２にロードし、主記憶装置１０２にロードされたプログラム
を実行する。
【００２３】
　なお、データ及び情報を格納する記憶装置は、使用目的、処理性能、及び記憶容量等に
応じて、適宜変更できる。
【００２４】
　探触子１０４は、超音波を発生させ、被検体の内部で反射した超音波を受信し、受信し
た超音波をエコー信号に変換する。探触子１０４は、超音波を発生させる超音波振動子を
有する。なお、探触子１０４は、超音波を受信できる形態であれば、どのような形態でも
よい。例えば、通常の手持ち式探触子でもよいし、ＡＢＵＳ（Ａｕｔｏｍａｔｅ　Ｂｒｅ
ａｓｔ　Ｕｌｔｒａｓｏｕｎｄ　Ｓｙｓｔｅｍ）等の機械による自動走査式探触子でもよ
い。
【００２５】
　送信回路１０５は、一定の周期で、探触子１０４に超音波の送信信号を出力する。受信
回路１０６は、探触子１０４からエコー信号を受信する。
【００２６】
　整相加算器１０７は、時系列のエコー信号を整相加算することによって、時系列のＲＦ
信号フレームデータを生成する。整相加算器１０７はアナログデジタル（Ａ／Ｄ）変換器
を内蔵する。ＲＦ信号フレームデータは、観測データとして主記憶装置１０２又は副記憶
装置１０３に蓄積される。
【００２７】
　入力装置１０８は、ユーザが情報を入力するための装置であり、例えば、キーボード、
マウス、タッチパネル、及びボタン等である。
【００２８】
　出力装置１０９は、ユーザに対して情報を出力するための装置であり、例えば、ディス
プレイ、プリンタ、及びスピーカ等である。本実施例の出力装置１０９は、断層画像及び
病変の検出結果等を出力する。
【００２９】
　ここで、回路制御部１１０及び画像処理部１２０について説明する。
【００３０】
　回路制御部１１０は、送信回路１０５及び受信回路１０６を制御する。例えば、回路制
御部１１０は、送信回路１０５に対して、超音波の放射方向及び送信信号の出力周期等を
調整するための制御を実行する。
【００３１】
　画像処理部１２０は、整相加算器１０７によって生成されたＲＦ信号フレームデータを
用いて断層画像を生成し、断層画像に対してフィルタ処理及び病変の検出処理等の画像処
理を実行する。また、画像処理部１２０は、断層画像とともに、病変の検出結果等を副記
憶装置１０３に格納する。病変の検出結果には、病変の有無、画像内の病変の位置、及び
検出された時間等が含まれる。なお、探触子１０４に磁気センサ等の位置を検出するセン
サが搭載されている場合、病変の検出結果には空間位置情報が含まれてもよい。
【００３２】
　画像処理部１２０は、例えば、図２に示すような断層画像２００を生成する。断層画像
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２００の層２０１は皮膚に対応する層を表し、層２０２は脂肪に対応する層を表し、層２
０３は乳腺に対応する層を表し、層２０４は大胸筋に対応する層を表す。また、オブジェ
クト２０５は病変を表す。
【００３３】
　本実施例の画像処理部１２０は、画像生成部１２１、病変検出部１２２、及び表示部１
２３から構成される。なお、画像処理部１２０は他の機能部を有してもよい。
【００３４】
　画像生成部１２１は、ＲＦ信号フレームデータに対して走査変換処理を実行することに
よって、断層画像を生成する。画像生成部１２１は、副記憶装置１０３に、生成された断
層画像を格納する。走査変換処理は公知の技術であるため詳細な説明は省略する。
【００３５】
　病変検出部１２２は、断層画像から病変を検出するための検出処理を実行し、検出処理
の結果を検出情報として出力する。病変検出部１２２は、副記憶装置１０３に、断層画像
と対応づけた検出情報を格納する。病変検出部１２２が実行する処理の詳細は後述する。
【００３６】
　表示部１２３は、断層画像及び病変の検出結果等を表示するための表示データを生成す
る。病変の検出結果の提示方法の詳細は後述する。
【００３７】
　回路制御部１１０、探触子１０４、送信回路１０５、受信回路１０６、及び整相加算器
１０７は、超音波を用いて被検体を観察する観測部として機能し、画像処理部１２０、主
記憶装置１０２、副記憶装置１０３、入力装置１０８、及び出力装置１０９は、画像を処
理するデータ処理部として機能する。なお、観測部及びデータ処理部は、別々の装置を用
いて実現してもよい。
【００３８】
　図３は、実施例１の病変検出部１２２が実行する処理を説明するフローチャートである
。図４Ａ、図４Ｂ、及び図４Ｃは、実施例１のフィルタマップの生成方法の一例を説明す
る図である。図５は、実施例１の病変検出部１２２が実行する処理の流れの一例を示す図
である。
【００３９】
　病変検出部１２２は、画像生成部１２１によって断層画像が生成された場合、以下で説
明する処理を開始する。なお、本実施例は処理の実行タイミングに限定されない。例えば
、断層画像が生成される度に処理が実行されてもよいし、所定数の断層画像が蓄積された
後に処理が実行してもよい。
【００４０】
　病変検出部１２２は、一つの断層画像を用いて一つのフィルタマップを生成する（ステ
ップＳ１０１）。具体的には、以下のような処理が実行される。
【００４１】
　（処理Ａ１）病変検出部１２２は、断層画像に対して、任意の深さの解析層を、任意の
角度及び任意の間隔で設定する。解析層の設定角度は、断層画像の向き又はビームの向き
に基づいて決定される。解析層の深さ及び設定間隔は、検出精度及び処理コスト等に基づ
いて決定される。以下の説明では、角度、深さ、及び間隔を解析条件とも記載する。
【００４２】
　図４Ａは、断層画像２００に対して、一画素の深さの解析層を、断層画像の水平方向に
平行かつ１画素間隔で設定された状態を示す。すなわち、垂直方向の画素数と同じ数だけ
解析層が設定された状態を示す。図４Ｂは、断層画像２００に対して、一画素の深さの解
析層を、断層画像の垂直方向に平行かつ１画素間隔で設定された状態を示す。すなわち、
水平方向の画素数と同じ数だけ解析層が設定された状態を示す。
【００４３】
　（処理Ａ２）病変検出部１２２は、各解析層について、解析層に含まれる複数の画素の
特徴量の平均値を算出する。病変検出部１２２は、各解析層における特徴量の平均値の分
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布を算出する。さらに、病変検出部１２２は、高周波成分を除去するため、特徴量の平均
値の分布に対して平滑化フィルタ処理を実行し、平滑化分布を算出する。
【００４４】
　断層画像の特徴量としては、輝度、分散、テクスチャ、及び共起特徴等が考えられる。
なお、複数の特徴量を組み合わせた値の平均値を算出してもよい。本実施例では、特徴量
として輝度を扱うものとする。また、平滑化フィルタは、移動平均フィルタ、ガウシアン
フィルタ、及びメディアンフィルタ等が考えられる。なお、複数の平滑化フィルタを組み
合わせてもよい。
【００４５】
　なお、病変検出部１２２は、断層画像を所定の特徴量から構成される画像に変換した後
に、特徴量の平均値を算出してもよい。例えば、輝度を反転させた画像に変換する処理が
考えられる。
【００４６】
　図４Ａに示す解析層からは平滑化分布４００が算出され、図４Ｂに示す解析層からは平
滑化分布４０１が算出される。なお、横軸は解析層に対応し、縦軸は解析層における特徴
量の平均値に対応する。
【００４７】
　（処理Ａ３）病変検出部１２２は、平滑化分布を断層画像と同じサイズの画像に投影す
ることによってフィルタマップを生成する。具体的には、病変検出部１２２は、一つの解
析層に含まれる画素に、当該解析層における特徴量の平均値を設定する。なお、解析層と
画素列との対応関係は、解析層の方向、深さ、及び数に基づいて決定される。図４Ａ及び
図４Ｂでは、解析層と画素列が一対一に対応している。
【００４８】
　図４Ａの解析層を設定した断層画像からはフィルタマップ４２０－１が生成され、図４
Ｂの解析層を設定した断層画像からはフィルタマップ４２０－２が生成される。
【００４９】
　なお、病変検出部１２２は、平滑化分布４００に閾値４１０を設定して、検出候補領域
の絞り込みを行ってもよい。特に、断層画像２００の下方は、大胸筋及び肺領域に対応す
る層であり輝度が低い。そこで、病変検出部１２２は、閾値４１０以下の領域（解析層群
）を検出対象領域から除外する。また、病変検出部１２２は、平滑化分布４０１に閾値４
１１を設定して、乳頭及び病変に起因して発生するシャドーの領域４３０及び乳房から探
触子１０４が離れたことにより発生するシャドーの領域４３１を検出し、領域４３０、４
３１をフィルタマップ４２０－２から除外してもよい。閾値は、予め設定されてもよいし
、平滑化分布４０１の平均値を設定してもよい。
【００５０】
　なお、病変検出部１２２は、解析条件が異なる解析層から生成されたフィルタマップを
合成して、合成フィルタマップを生成してもよい。この場合、解析条件毎に扱う特徴量を
変更してもよい。同一の特徴量から生成されたフィルタマップを合成する場合、病変検出
部１２２は、重み付き加算の演算を実行することによって合成フィルタマップを生成する
。例えば、フィルタマップ４２０－１、４２０－２を重み付き加算の演算を実行すること
によって、合成フィルタマップ４２０－３が生成される。以下の説明では、フィルタマッ
プ及び合成フィルタマップを区別しない場合、単に、フィルタマップと記載する。
【００５１】
　人体の内部は図２に示すように組織が層状になっている。解析層に含まれる画素群の特
徴量の平均値は層状の組織を特徴づける値である。解析層に含まれる画素群に対する病変
に対応する画素の数は少ないため、解析層に含まれる画素群の特徴量の平均値は病変の影
響が小さい。したがって、フィルタマップは、人体の正常な組織領域を表す画像として扱
うことができる。
【００５２】
　以上がステップＳ１０１の処理の説明である。
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【００５３】
　次に、病変検出部１２２は、断層画像及びフィルタマップを用いて診断マップを生成す
る（ステップＳ１０２）。診断マップは、断層画像から正常な組織領域を除去した画像、
すなわち、異常が疑われる組織領域を表す画像である。
【００５４】
　具体的には、病変検出部１２２は、断層画像の各画素の特徴量と、フィルタマップの各
画像の特徴量との差分を算出することによって診断マップを生成する。ここで、フィルタ
マップは人体の正常な組織を表す画像である。したがって、断層画像及びフィルタマップ
の差分を算出することによって、異常が疑われる組織領域を表す画像が診断マップとして
生成される。このように、フィルタマップは、断層画像から病変候補となり得る領域を抽
出する一種のフィルタとして作用する。
【００５５】
　なお、病変検出部１２２は、診断マップに対して正規化処理を実行してよい。病変検出
部１２２は、例えば、診断マップの最大値及び最小値から適切な値の範囲に線形又は非線
形な変換を行う。
【００５６】
　なお、病変検出部１２２は、診断マップの各画素の値を、フィルタマップの各画素の特
徴量で除算してもよい。これによって、フィルタマップに対する相対値から構成される診
断マップに変換できる。
【００５７】
　図２の断層画像２００及び図４Ｃの合成フィルタマップ４２０－３からは図５に示すよ
うな診断マップ５００が生成される。
【００５８】
　次に、病変検出部１２２は、診断マップに基づいて病変候補を検出する（ステップＳ１
０３）。病変候補を検出する方法は様々考えられる。
【００５９】
　例えば、病変検出部１２２は、閾値を用いて診断マップ５００を２値化した画像５１０
を生成する。病変検出部１２２は、画像５１０の白い部分を病変候補として検出する。閾
値は、ユーザが設定してもよいし、診断マップの値の最大値に対する割合又は平均値等を
用いてもよい。
【００６０】
　次に、病変検出部１２２は、病変の誤検出を抑制するために誤検出抑制処理を実行する
（ステップＳ１０４）。病変検出部１２２は、検出された病変に関する情報を出力し、処
理を終了する。
【００６１】
　例えば、病変検出部１２２は、病変候補に対応する領域の面積及び縦横比、診断マップ
の値の平均値、機械学習により生成された識別器に診断マップを入力することによって算
出された尤度等の指標に基づいて、検出された病変候補の中から病変を絞り込む。なお、
病変検出部１２２は、複数の指標を組み合わせて、病変の絞り込みを行ってもよい。
【００６２】
　なお、診断マップに含まれる病変候補と病変との一致度が高い場合、誤検出抑制処理は
実行されなくてもよい。
【００６３】
　図５では、病変検出部１２２は、画像５１０から検出された三つの病変候補の中の一つ
の病変が含まれる画像５２０を、検出された病変に関する情報として出力する。
【００６４】
　次に、病変の検出結果の表示方法について説明する。
【００６５】
　図６は、実施例１の表示部１２３によって提示される病変の検出結果の一例を示す図で
ある。
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【００６６】
　表示部１２３は、断層画像及び検出情報に基づいて、（表示１）、（表示２）、（表示
３）、（表示４）、（表示５）に示すような画像を、病変の検出結果として表示するため
の表示データを生成する。
【００６７】
　（表示１）では、輪郭形状を用いて断層画像２００に含まれる病変２０５が提示される
。（表示２）では、病変２０５を包含する矩形を用いて断層画像２００に含まれる病変２
０５が提示される。（表示３）では、病変２０５を包含する円又は楕円を用いて断層画像
２００に含まれる病変２０５が提示される。（表示４）では、病変２０５を示す矢印を用
いて断層画像２００に含まれる病変２０５が提示される。（表示５）では、断層画像２０
０の検出対象から除外された領域６０１及びシャドー領域６０２が提示される。
【００６８】
　なお、表示部１２３は、病変の検出を通知するための音及び振動を出力装置１０９から
出力するためのデータを生成してもよい。
【００６９】
　以上のように、実施例１の超音波診断装置１００は、断層画像から自動的に病変を検出
することができる。これによって、超音波検査において医療従事者の負担を低減できる。
また、医療従事者による病変の見落とし及び誤検出等を抑制できるため、超音波検査にお
ける病変の検出率を向上できる。
【実施例２】
【００７０】
　実施例２では、超音波診断装置１００が、検出された病変を解析し、病変の詳細な情報
を提示する。以下実施例１との差異を中心に実施例２について説明する。
【００７１】
　図７は、実施例２の超音波診断装置１００の構成例を示す図である。図８Ａ及び図８Ｂ
は、実施例２の超音波診断装置１００が病変の形状を解析する方法を示す図である。図９
は、実施例２の超音波診断装置１００が病変の良悪性及びカテゴリを解析する方法を示す
図である。
【００７２】
　実施例２の超音波診断装置１００のハードウェア構成及びソフトウェア構成は実施例１
の超音波診断装置１００と同一である。ただし、実施例２では、画像処理部１２０の内部
構成が異なる。具体的には、実施例２の画像処理部１２０は、新たに、病変解析部７００
を含む。
【００７３】
　病変解析部７００は、病変検出部１２２によって検出された病変の解析処理を実行し、
解析処理の結果を解析情報として出力する。病変解析部７００は、副記憶装置１０３に、
断層画像と対応づけた解析情報を格納する。ここで、解析処理の具体例を説明する。
【００７４】
　（処理Ｂ１）病変解析部７００は、病変として検出された領域に基づいて、病変の境界
を算出する。境界の算出は、閾値処理、Ｗａｔｅｒｓｈｅｄ法に基づく処理、及び機械学
習により生成された識別器を用いた領域分割処理等を用いることができる。
【００７５】
　なお、病変解析部７００は、ユーザによって指定された病変の境界に関する情報を受け
付けてもよい。この場合、（処理Ｂ１）の処理は省略できる。
【００７６】
　（処理Ｂ２）病変解析部７００は、病変の境界に基づいて、病変の幅及び高さを算出す
る。また、病変解析部７００は、エントロピーを用いて最大長を示す角度を算出し、当該
角度から病変の最大長を算出する。さらに、病変解析部７００は、病変の境界の形状を解
析する。病変の境界は、複雑度及びフーリエ記述子等に基づいて解析することができる。
なお、複雑度は式（１）で与えられる。
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【００７７】
【数１】

【００７８】
　フーリエ記述子は、図８Ａに示すように、病変の境界８００の周囲長をＬとした場合、
始点８０１からの距離ｌの注目点８０２における接線の角度として与えられる。θ（ｌ）
は偏角関数とよばれ、一般には、式（２）に示す正規化偏角関数をフーリエ級数展開した
係数を特徴量として用いる。
【００７９】

【数２】

【００８０】
　また、図８Ｂに示すように、病変の境界８００に囲まれた領域の重心８０３から角度θ
の方向にある境界までの距離Ｄを特徴量として用いることもできる。
【００８１】
　（処理Ｂ３）病変解析部７００は、病変の大きさ、病変の縦横比、及び境界の形状等の
病変の解析結果、並びに、病変の画像等を用いて、病変の良悪性及びカテゴリを解析する
。例えば、ロジスティック回帰、サポートベクタマシン、ランダムフォレスト、ニューラ
ルネットワークなどの機械学習アルゴリズムに基づいて生成された推定モデルを用いた解
析手法が考えられる。推定モデルは、複数の機械学習アルゴリズムを組み合わせて生成さ
れてもよい。なお、教師データありの機械学習アルゴリズムを用いる場合、断層画像、病
変の検出結果、及び病変の解析結果から構成されるデータを学習データとして用いればよ
い。
【００８２】
　ここで、ニューラルネットワークを用いた病変の良悪性及びカテゴリの解析アルゴリズ
ムについて説明する。
【００８３】
　病変解析部７００は、畳み込みニューラルネットワーク（ＣＮＮ）９００及び識別器９
０１を含む。識別器９０１は、ロジスティック回帰、サポートベクタマシン、ランダムフ
ォレスト、及びニューラルネットワーク等の機械学習アルゴリズムに基づいて生成された
ものである。なお、複数の機械学習アルゴリズムを組み合わせて識別器９０１を生成して
もよい。
【００８４】
　病変解析部７００は、ＣＮＮ９００に断層画像及び診断マップを入力し、特徴量を算出
する。次に、病変解析部７００は、特徴量、解析情報、及び被検体情報を識別器９０１に
入力する。識別器９０１からは、病変の良悪性及びカテゴリに関する識別結果が出力され
る。
【００８５】
　実施例２によれば、ユーザは、病変の検出結果とともに、病変の解析結果を確認できる
。これによって質の高い診断を実現できる。
【実施例３】
【００８６】
　実施例３では、超音波診断装置１００が、一連の検査の終了後に、時系列で病変の検出
結果等を提示する。以下、実施例２との差異を中心に実施例３について説明する。
【００８７】
　実施例３の超音波診断装置１００の構成は、実施例２の超音波診断装置１００の構成と
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同一であるため、説明を省略する。
【００８８】
　実施例２では、超音波診断装置１００が、断層画像が入力される度に、病変の検出結果
及び病変の解析結果を出力していた。実施例３では、超音波診断装置１００は、主記憶装
置１０２に病変の検出結果及び病変の解析結果を蓄積し、一連の検査の終了後、時系列で
病変の検出結果及び病変の解析結果を提示する。
【００８９】
　なお、実施例３の検出処理は、実施例１の検出処理と同一であり、実施例３の解析処理
は、実施例２の解析処理と同一である。
【００９０】
　図１０Ａ、図１０Ｂ、及び図１０Ｃは、実施例３の表示部１２３によって提示される画
面の一例を示す図である。
【００９１】
　図１０Ａに示す画面１０００は、時間選択欄１０１０、検出結果表示欄１０２０、解析
結果表示欄１０３０、位置情報表示欄１０４０、編集ボタン１０５０、及び削除ボタン１
０６０を含む。
【００９２】
　時間選択欄１０１０は、確認する断層画像を指定する欄である。図１０Ａでは、時刻を
指定するためのスライドバーが表示される。当該スライドバーでは病変が検出された断層
画像に対応する時刻が強調表示される。
【００９３】
　ユーザは、ポインタ１０１１を操作することによって、確認する断層画像を選択できる
。表示部１２３は、ポインタ１０１１に対応する時刻の断層画像を取得し、また、当該断
層画像に対応づけられる検出情報及び解析情報を取得する。
【００９４】
　検出結果表示欄１０２０は、時間選択欄１０１０を用いて選択された時刻の断層画像に
対応づけられる検出情報を表示する欄である。
【００９５】
　解析結果表示欄１０３０は、時間選択欄１０１０を用いて選択された時刻の断層画像に
対応づけられる解析情報を表示する欄である。
【００９６】
　位置情報表示欄１０４０は、時間選択欄１０１０を用いて選択された時刻の断層画像が
取得された被検体の位置の情報を表示する欄である。位置情報表示欄１０４０には、検出
情報に含まれる空間位置情報に基づく画像等が表示される。例えば、位置情報表示欄１０
４０には、乳房における探触子１０４の位置を示す画像等が表示される。
【００９７】
　編集ボタン１０５０は、検出情報及び解析情報の少なくともいずれかを編集するための
操作ボタンである。ユーザが編集ボタン１０５０を操作した場合、表示部１２３は、編集
モードに移行し、検出結果表示欄１０２０への入力を受け付ける。
【００９８】
　例えば、病変の輪郭を修正する場合、ユーザは、図１０Ｂに示すように検出結果表示欄
１０２０を操作する。具体的には、ユーザは、病変の輪郭を指定する制御点を設定する。
制御点は等角度で設定してもよいし、輪郭の変化点に設定してもよい。表示部１２３は、
ユーザの入力に基づいて、検出情報を更新する。この場合、表示部１２３は、再度、病変
の解析するために、病変解析部７００に当該検出情報を入力してもよい。
【００９９】
　削除ボタン１０６０は、検出情報及び解析情報を削除するための操作ボタンである。ユ
ーザが削除ボタン１０６０を操作した場合、表示部１２３は、検出情報及び解析情報を削
除する。この場合、表示部１２３は、再度、病変の検出を行うために、指定された断層画
像２００を病変検出部１２２に入力してもよい。
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【０１００】
　図１０Ｃに示す画面１０００は、時間選択欄１０１０の代わりに、サムネイル表示欄１
０９０を含む。
【０１０１】
　サムネイル表示欄１０９０では、サムネイル１０９１及び送りボタン１０９２、１０９
３が表示される。なお、サムネイル表示欄１０９０内に全てのサムネイル１０９１を表示
できる場合、送りボタン１０９２、１０９３は表示されなくてもよい。
【０１０２】
　ユーザは、サムネイル１０９１を選択することによって、確認する断層画像を選択でき
る。表示部１２３は、サムネイル１０９１に対応する断層画像を取得し、また、当該断層
画像に対応づけられる検出情報及び解析情報を取得する。なお、表示部１２３は、図１０
Ｃに示すように、選択されたサムネイル１０９１を強調表示してもよい。
【０１０３】
　なお、図１０Ａ、図１０Ｂ、及び図１０Ｃで説明した画面１０００のレイアウトは一例
であって、表示欄の位置、大きさ、表示方法等を任意に設定できる。
【０１０４】
　実施例３によれば、ユーザは、一連の検査における病変の検出結果及び病変の解析結果
を確認し、必要に応じて結果及び修正することができる。
【０１０５】
　なお、本発明は上記した実施例に限定されるものではなく、様々な変形例が含まれる。
また、例えば、上記した実施例は本発明を分かりやすく説明するために構成を詳細に説明
したものであり、必ずしも説明した全ての構成を備えるものに限定されるものではない。
また、各実施例の構成の一部について、他の構成に追加、削除、置換することが可能であ
る。
【０１０６】
　また、上記の各構成、機能、処理部、処理手段等は、それらの一部又は全部を、例えば
集積回路で設計する等によりハードウェアで実現してもよい。また、本発明は、実施例の
機能を実現するソフトウェアのプログラムコードによっても実現できる。この場合、プロ
グラムコードを記録した記憶媒体をコンピュータに提供し、そのコンピュータが備えるプ
ロセッサが記憶媒体に格納されたプログラムコードを読み出す。この場合、記憶媒体から
読み出されたプログラムコード自体が前述した実施例の機能を実現することになり、その
プログラムコード自体、及びそれを記憶した記憶媒体は本発明を構成することになる。こ
のようなプログラムコードを供給するための記憶媒体としては、例えば、フレキシブルデ
ィスク、ＣＤ－ＲＯＭ、ＤＶＤ－ＲＯＭ、ハードディスク、ＳＳＤ（Ｓｏｌｉｄ　Ｓｔａ
ｔｅ　Ｄｒｉｖｅ）、光ディスク、光磁気ディスク、ＣＤ－Ｒ、磁気テープ、不揮発性の
メモリカード、ＲＯＭなどが用いられる。
【０１０７】
　また、本実施例に記載の機能を実現するプログラムコードは、例えば、アセンブラ、Ｃ
／Ｃ＋＋、ｐｅｒｌ、Ｓｈｅｌｌ、ＰＨＰ、Ｐｙｔｈｏｎ、Ｊａｖａ（登録商標）等の広
範囲のプログラム又はスクリプト言語で実装できる。
【０１０８】
　さらに、実施例の機能を実現するソフトウェアのプログラムコードを、ネットワークを
介して配信することによって、それをコンピュータのハードディスクやメモリ等の記憶手
段又はＣＤ－ＲＷ、ＣＤ－Ｒ等の記憶媒体に格納し、コンピュータが備えるプロセッサが
当該記憶手段や当該記憶媒体に格納されたプログラムコードを読み出して実行するように
してもよい。
【０１０９】
　上述の実施例において、制御線や情報線は、説明上必要と考えられるものを示しており
、製品上必ずしも全ての制御線や情報線を示しているとは限らない。全ての構成が相互に
接続されていてもよい。
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【符号の説明】
【０１１０】
１００　超音波診断装置
１０１　ＣＰＵ
１０２　主記憶装置
１０３　副記憶装置
１０４　探触子
１０５　送信回路
１０６　受信回路
１０７　整相加算器
１０８　入力装置
１０９　出力装置
１１０　回路制御部
１２０　画像処理部
１２１　画像生成部
１２２　病変検出部
１２３　表示部
７００　病変解析部
 

【図１】 【図２】

【図３】
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(16) JP 2020-81742 A 2020.6.4
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【図８Ｂ】
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【図１０Ａ】

【図１０Ｂ】

【図１０Ｃ】
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